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まちづくり３法の見直しについて 
 

 

 

しかし、都市の拡散が続き、低密度な市街地が薄く広く散在

する都市が形成され、３法制定後も中心市街地の衰退傾向

はとまらなかった。 

■中心市街地活性化法の改正 

○目的 

少子高齢化、消費生活等の状況変化に

対応して、中心市街地における都市機

能の増進及び経済活力の向上を総合

的かつ一体的に推進。 
  

○基本理念 

地域における社会的、経済的及び文化

的活動の拠点となるにふさわしい魅

力ある市街地の形成を図ることを基

本とし、地域の関係者が相互に密接な

連携を図りつつ主体的に取組み、それ

に対し、国が集中的かつ効果的に支援

を行う。 
  

○改正の主な内容 

１．中心市街地活性化に関する基本理

念・責務規定の創設 

２．市町村が作成する基本計画の内閣

総理大臣による認定制度の創設

（認定基本計画） 

３．民間主導による多様な主体の参画

（中心市街地活性化協議会の法制化） 

４．支援措置の拡充 

【資料１－１】 

（１）現行まちづくり３法制定の背景 

中心市街地の空洞化 

・居住人口、事務所、

従業者数の減少 

・公共公益施設の郊外

立地 

・大規模商業施設の郊

外立地等 

中心商業地の機能低下 

・小売販売額、売場面

積シェアの低下 

・歩行者（来街者）通

行量の減少 

・空店舗、空地の増加

等 

中心市街地

の衰退 

中心市街地は必要！！ 

地域の中心、顔、シンボル 

地域の歴史、文化、伝統を育む場所 
 

旧大店法の廃止に伴って、『都市計画法（改正）』（平成１０年

～）、『中心市街地活性化法』（平成１０年～）、『大店立地法（大

規模小売店舗立地法）』（平成１２年～）のいわゆるまちづく

り３法が制定された。 
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■何が課題だったのか？ 

中心市街地活性化施策

の課題 

○支援メニューの多くが商

業振興に偏りがち。 

○商業機能以外の居住、文

化、交流等多様な機能の集

積による都市機能の強化

という視点が希薄。 

○事業の実施状況の把握、評

価、見直しの業務管理やチ

ェック体制が不十分。 

都市計画制度の課題 

○病院、社会福祉施設等の公

共公益施設についての開

発許可が適用除外のため

郊外立地が進んだ。 

○白地地域等における緩や

かな土地利用規制や都市

計画規制の及ばない農地

での開発が進行。 
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（２）中心市街地活性化の取組みの見直し背景と概要 

■時代の潮流 

○人口減少 ○少子・超高齢社会 

○生活様式の多様化 ○様々な危機感の高まり 

○都市間競争の激化 ○環境問題の深刻化 

○情報化の進展 等 

■都市計画法の改正 

○大規模集客施設が立地可能な用途地域の

見直し 

○病院、福祉施設、学校、庁舎等の公共公益

施設を開発許可等の対象とする 等 

あわせて無秩序な市街地の拡大を

抑制する規制・制度の見直し 
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